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はじめに 

 

弊社は、本年２月１４日の審査会合において、柏崎刈羽原子力発電所の免震重要

棟の耐震性について的確なご説明が出来なかったことから、新潟県において大きな

ご懸念の声を生むこととなり、２月１６日には米山新潟県知事より、以下のご要請をい

ただきました。 

 

１．事実と異なる説明をしていたことについて、原因及び経緯を報告すること 

２．このたびの事例を踏まえ、社内において講じた措置について説明すること 

３．免震重要棟の耐震不足の問題に限らず、特に安全対策に関わることがら 

については、事実に基づいた説明を行うこと 

 

 

【ご懸念を生じさせた反省点の総括】 

免震重要棟は、２００９年に中越沖地震相当の地震に耐える設備として竣工して以

来、現在もその耐震性に変わりはありません。 

 

一方で、２０１３年の新規制基準発効後は、免震重要棟がこれを満足しないことが

明らかとなり、２０１５年２月１０日の審査会合では、３号炉原子炉建屋内緊急時対策

所と併用することを説明しております。 

 

弊社はこのような経緯を新潟県の皆さまに積極的にご説明しておらず、柏崎刈羽

原子力発電所におけるご視察等では、免震重要棟での訓練等を中心としたご説明を

継続してきており、緊急時対策所としての位置付けや、併用という弊社の考え方を広

くお伝えできていませんでした。 

 

さらに最終的には、併用で新規制基準を満足することは困難と判断するに至り、２

０１７年２月２１日の審査会合で、急きょ免震重要棟を緊急時対策所として使用しない

ことを表明したことにより、免震重要棟の耐震性について多くのご懸念を生じさせたも

のと反省しております。 

 

新潟県の皆さまに大変なご心配とご不安をおかけしたことを、心よりお詫び申し上

げるとともに、本報告書にてご要請事項に対する本問題の調査結果をご報告いたし

ます。 
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本報告書の内容について 

 

免震重要棟の耐震性の問題につきましては、新潟県知事のご要請をはじめとして

新潟県内で展開している「東京電力コミュニケーションブース」などを通じ、新潟県の

皆さまから以下のご懸念の声を含めた合計２１５件のご意見をお伺いしました。 

 ○  ○東京電力は、免震重要棟の耐震性について３年間事実と異なる説明をして

きており、今になって免震重要棟の耐震不足を認めたことは隠ぺいである。 

    ○東京電力は、免震重要棟を緊急時対策所として使用しないという地域に不

安を与える変更を急きょ発表するなど、不誠実な対応を繰り返している。 

       

これらは今回の審査対応のみではなく、弊社の新潟県におけるご説明に関するご

懸念であることから、先ず第Ⅰ章にて、免震重要棟や緊急時対策所に関する対外的

な説明状況や広報活動等の事実関係を再確認した上で、十分な説明ができていなか

った点を反省し、要因分析による根本原因の追究と実効性ある改善策の検討を行い

ました。 

 

第Ⅱ章では、ご要請事項のうち、審査対応の問題とその原因、対策（措置）につき

まして、ご報告いたします。なお、本章の内容は、本年３月９日に原子力規制庁に報

告しております。 

 

本問題の総括としましては、新潟県の皆さまからの本問題に関する代表的なご懸

念の声に対しまして、第Ⅰ章・第Ⅱ章による調査結果に基づき、第Ⅲ章に弊社の見

解を記載しております。 

 

＜用語解説＞ 

「免震重要棟」      ⇒災害発生時に対策活動の拠点となる対策室や通信・電 

源等の設備を収納している免震構造による建物 

「基準地震動」      ⇒発電所敷地内で想定される最大の地震動（Ss と記載す 

ることもある） 

 「重大事故等対処施設」⇒新規制基準によって、設計想定を超える事象（シビアア 

クシデント）への対策に必要とされる施設のことであり 

基準地震動（Ss）に耐えること等を要求される 

 「緊急時対策所」    ⇒重大事故等対処施設の一つで、一次冷却系統にかかる

施設の損壊等が生じた場合に、中央制御室以外の場所

から必要な対策指令等を行うために設ける施設 
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第Ⅰ章 新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省及び改善策 

 

１．新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する反省 

 

 今回の免震重要棟に関する問題について、新潟県知事のご要請をはじめ新潟

県の皆さまから様々なご懸念の声をいただいたことから、これまで当社が免震

重要棟や緊急時対策所について、原子力規制庁及び新潟県の皆さまに対し、ど

のようなご説明等を行ってきたのか時系列に沿って確認しました。 

 

 

原子力規制庁へのご説明概要 

・２０１３年９月の設置変更許可申請時 

   緊急時対策所を免震重要棟内に設置 

・２０１５年２月の審査会合 

   ３号炉原子炉建屋内にも緊急時対策所を追加設置して免震重要棟と併用 

・２０１６年１０月の審査会合 

   追加設置場所を３号炉原子炉建屋内から５号炉原子炉建屋内に変更 

・２０１７年２月２１日の審査会合 

   緊急時対策所を５号炉原子炉建屋内のみに変更 

 

 

新潟県の皆さまへの主なご説明実績（原子力規制庁再掲） 

２０１３年 ９月２７日  柏崎刈羽６号及び７号炉設置変更許可申請について公表 

（２０１３年１２月    審査対応の目的で基準地震動による解析を実施） 

（２０１４年 ２月       ３号炉に緊急時対策所を追加設置することを社内決定） 

（２０１４年 ４月      免震重要棟の耐震性向上を目的に補強検討用解析実施） 

２０１４年１０月１２日 当社広報紙ニュースアトム1において、「緊急時には免震構

造の建物内にある「緊急時対策所」が活動拠点になる」こと

を掲載 

                                         
1 ニュースアトムは添付資料参照（以降も同様） 
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２０１５年 ２月１０日 審査会合において、３号炉の緊急時対策所追加設置（併

用）及び免震重要棟の耐震性を説明。本内容について、同

日報道された2 

－免震重要棟の耐震性について、免震構造は発電施設

に大きな影響が生じる可能性がある短周期地震動に

対して優位性を持っている一方、非常に大きな長周期

地震動である一部の基準地震動に対しては通常の免

震設計のクライテリアを満足しないことを説明 

２０１５年 ２月１３日 新潟県からの要請を受けて、３号炉に設置する緊急時対策

所について、審査会合の３日後に説明（本社審査対応部署3

が説明し、新潟本部の前身である新潟事務所が同席） 

２０1５年 ３月 ４日 柏崎刈羽原子力発電所の透明性を確保する地域の会（以

下、地域の会という）において、資料「柏崎刈羽原子力発電

所における安全対策の取り組み状況について」に「３号炉に

おける緊急時対策所の整備」を追加して配布 

２０１５年 ３月１０日 安全協定に基づく柏崎刈羽原子力発電所の状況確認にお

いて、新潟県からの要請を受けて、新潟県、柏崎市、刈羽

村に３号炉緊急時対策所を確認していただく 

－３号炉緊急時対策所は免震重要棟が使えない場合の

活動場所として想定しており、将来的には高台に剛構

造の緊急時対策所の設置を計画していることを説明 

２０１６年 ３月１９日 ニュースアトムにおいて、「緊急時の活動拠点となる免震重

要棟の放射線防護を強化している」と掲載 

２０１６年 ５月２６日 新潟県からの要請を受けて、免震重要棟緊急時対策所と３

号炉緊急時対策所の審査状況を説明（本社審査対応部署

にて説明し、新潟本部が同席） 

２０１６年 ９月 ４日 ニュースアトムにおいて「事故時の活動拠点となる免震重

要棟にて要員・体制などについて柏崎市長にご説明」と掲

載 

                                         
2
 緊急時対策所を併用する方針へ変更したことについて、以下のとおり報道されている 

・２０１５年２月１０日 共同通信 

「東電は２００７年中越沖地震を受けて建設した免震重要棟に対策所を設置した。しかし、想定さ

れる長周期の地震では損傷する可能性があるため、３号炉の中央制御室そばにも対策所を設置

して使い分けると説明した。」（翌２月１１日には、新潟日報朝刊でも同様の報道） 
3 本社原子力設備管理部等の新規制基準の安全審査に対応する部署（以降も同様） 
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２０１６年９月１３,１４日 地域の皆さまへの説明会（柏崎市、刈羽村で開催）におい

て、適合性審査の状況説明の一つとして、免震重要棟と３

号炉に緊急時対策所を設置することを説明 

２０１６年１０月 ６日  地域の会による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

２０１６年１０月１３日  審査会合において、緊急時対策所を３号炉から５号炉原子

炉建屋に変更することを説明 

２０１６年１０月１８日 新潟県からの要請を受けて、緊急時対策所を３号炉から５ 

 号炉原子炉建屋に変更することを、審査会合の５日後に説

明（本社関係者にて説明し、新潟本部が同席） 

２０１６年１１月 ２日  地域の会において、「６号炉、７号炉の安全性を可能な限り

早期に確保する観点から、免震重要棟と併用する剛構造

の緊急時対策所の設置場所を、３号炉から５号炉の原子炉

建屋内に変更したいと考えている」と説明 

２０１６年１２月１６日   柏崎市長による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

 －荒浜側防潮堤にかかる液状化問題を説明する中で、 

３号炉から５号炉原子炉建屋に緊急時対策所を移す

ことにしたとの口頭での説明に留まっている 

２０１７年 １月 ９日   ニュースアトムにおいて、「柏崎市長による柏崎刈羽原子力

発電所ご視察の際に、事故時の対応拠点となる免震重要

棟で訓練する様子をご覧いただいた」ことを掲載 

２０１７年 ２月 １日   新潟県知事による柏崎刈羽原子力発電所ご視察において、

免震重要棟での訓練をご案内 

－発電所緊急時対策本部の組織構成や防災資機材等

を説明したが、５号炉緊急時対策所との併用等の説

明はしていなかった 

２０１７年 ２月 ９日 発電所長定例会見において、５号炉緊急時対策所につい

ては、発電所で想定する地震動に幅広く対応できるよう、免

震構造とは異なる剛構造の緊急時対策所とし、耐震設計、

建物構造に多様性を持たせるとともに、分散設置すること

のメリットを説明 

２０１７年 ２月１４日 審査会合で、免震重要棟が新規制基準を満たすことは難し

いと説明。このとき、「２０１３年審査対応用解析」と「２０１４

年補強検討用解析」について適切な説明なく提示 
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２０１７年２月１５日 新潟県からの要請を受けて、「２０１３年審査対応用解析」と

「２０１４年補強検討用解析」について審査会合翌日に説明

（新潟本部にて説明） 

２０１７年２月２１日 新潟県に、免震重要棟を緊急時対策所として使用しないこ

とを審査会合直前に説明（新潟本部にて説明） 

同   日 審査会合において、免震重要棟を緊急時対策所として使用

しないことを表明 

 

年 審査会合等 説明

2013
9/27
(12月

適合性審査申請（免震重要棟）
2013年審査対応用解析実施)

2014
(2月
(4月

3号炉追加設置社内決定)
2014年補強検討用解析実施)

10/12 ニュースアトム

2015

2/10 審査会合（3号炉＋免震重要棟）
2/13
3/4
3/10

新潟県説明
地域の会
安全協定に基づく状況確認

2016
10/13 審査会合（3号炉→5号炉）

3/19
5/26
9/4
9/13,14
10/6

10/18
11/2
12/16

ニュースアトム
新潟県説明
ニュースアトム
地域説明会
地域の会 免震重要棟訓練視察

新潟県説明
地域の会
柏崎市長 免震重要棟訓練視察

2017
2/14

2/21

審査会合（免震重要棟耐震性）

審査会合（免震重要棟断念）

1/9
2/1
2/9

2/15
2/21

ニュースアトム
新潟県知事 免震重要棟訓練視察
発電所長定例会見

新潟県説明
新潟県説明

3号炉
原子炉
建屋内
緊急時
対策所

免震
重要棟
緊急時
対策所

5号炉
原子炉
建屋内
緊急時
対策所

 

免震重要棟や緊急時対策所に関するご説明実績 



7 

 

なお、当時(２０１７年２月１５日以前)の当社ホームページには、審査会合資料を掲

載するとともに、免震重要棟については「中越沖地震の反省を踏まえ設置した免震重

要棟は、震度７クラスの揺れを１/３～１/４程度に低減でき、事故時の対応拠点となり

ます。」と掲載。 

 一方、５号炉（３号炉）の緊急時対策所については記載していない。 

 

 

 

２０１７年２月１５日以前の免震重要棟に関する当社ホームページ掲載内容 
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  これまでの時系列を確認したところ、以下の通り、新規制基準における免震重要

棟の位置付けについて、丁寧かつ十分なご説明ができていなかったことが分かっ

た。 

・２０１５年２月の審査会合においては、免震重要棟のみを緊急時対策所として

使用する方針から、３号炉原子炉建屋に緊急時対策所を追加設置し、免震重

要棟と併用する方針に変更した。本内容については「想定される長周期の地震

動では（免震重要棟が）損傷する可能性があるため、３号炉原子炉建屋内に設

置する緊急時対策所と使い分ける方針を説明した」と報道された。 

・しかしながら、その後の広報紙や地域説明会（柏崎市と刈羽村で開催）、発電

所ご視察時などの機会を通じた当社の広報対応においては、審査会合におけ

る免震重要棟の位置付けの変更について、積極的にご説明していなかった。 

・新潟県に対しては、審査会合でご説明した免震重要棟の位置付けに関する方

針変更について、当社からご説明の機会を設けず、いずれもご要請を受けてか

らのご説明に留まっていた。 

・本年２月１４日の審査会合を契機に新潟県の皆さまからのご懸念の声が多く寄

せられているなか、免震重要棟を緊急時対策所として使用することを断念する

という重要な方針変更について、新潟県へのご説明が審査会合の開始直前と

なった。 

・新潟県知事と柏崎市長による発電所ご視察の際には、免震重要棟での緊急時

対応訓練などを中心にご案内しており、５号炉(３号炉)原子炉建屋内緊急時対

策所との併用等の丁寧なご説明をしていなかった。 

・ホームページでは、免震重要棟について「事故時の対応拠点」としているが、５

号炉(３号炉)原子炉建屋内緊急時対策所についてのご説明をしていない。 

 

なお、これらの調査の過程で社内関係者に聴取した結果、ご視察者さま等から

お問い合せをいただいた際には、正確に経緯や位置付けをご説明していたことは

確認された。 
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以上により判明した課題から３つの反省点を抽出し、改善に取り組むこととした。 

 

<反省点１>２０１５年２月の審査会合以降、免震重要棟が「新規制基準上の耐震性

を満たしていない」ことを新潟県の皆さまや社会に正確にお伝えできて

いなかった。 

    

<反省点２>免震重要棟が「主たる緊急時対策所」であることのみを広報してきたこ

とにより、５号炉(３号炉)緊急時対策所を併用するという当社の考え方

を広くお伝えできていなかった。 

    

<反省点３>免震重要棟を緊急時対策所としては使用しなくなる、という重要な方針

変更について、自治体への説明が直前となった。 
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２．反省点と改善に向けた分析 

前述の反省点について、以下の通り要因分析を行った。 

 

<反省点１> 

２０１５年２月の審査会合以降、免震重要棟が「新規制基準上の耐震性を満たして  

いない」ことを新潟県の皆さまや社会に正確にお伝えできていなかった。 

<反省点２> 

免震重要棟が「主たる緊急時対策所」であることのみを広報してきたことにより、 

５号炉（３号炉）緊急時対策所を併用するという当社の考え方を広くお伝えできてい

なかった。 

 

＜反省点１＞及び＜反省点２＞に対する根本原因として、以下の２点を特定した。 

 

【根本原因１】 

・ 本社審査対応部署は、免震重要棟が新規制基準を満足しないことが、社会

的影響のある事象として認識しておらず、正確にコミュニケーション部門4に伝

えられなかった。 

・ 一方で、コミュニケーション部門は、審査対応の内容を積極的には理解しよう

とせず、社会の目線を本社審査対応部署に伝えられなかった。 

・ これらのことは、新潟県の皆さまや社会にどう受け止められるかを敏感に捉

え、正確な情報を誠実に伝える姿勢が不足していたことや、社外の視点を業

務に活かしていくような関係部門間のコミュニケーションが不足していたこと

が根本的な原因といえる。 

 

【根本原因２】 

・ 免震重要棟が新規制基準を満足しないことが、社会的影響のある事象として

正確にコミュニケーション部門に伝わらなかったことから、免震重要棟が「主

たる緊急時対策所」であることが強調された広報となっていた。 

・ 免震重要棟は、福島第一原子力発電所の事故対応において有効に活用さ

れた実績があり、新潟県中越沖地震にも耐える施設であるうえ、５号炉（３号

炉）緊急時対策所は未完成であったことなどから、その位置付けが変更（併

用）となっていることを積極的に説明する意識が不足していた。 

・ また、過去の反省に基づき、社会目線の広報内容となっているかをチェック

する組織はあったが、上記のご説明の変更に関する指摘はなかった。 

                                         
4 本社、新潟本部、柏崎刈羽原子力発電所の広報・広聴活動に携わる部門（以降も同様） 
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・ これらのことは、重要な方針や安全への取り組みを新潟県の皆さまや社会に

対して、正確かつ丁寧にお伝えする企業姿勢が不十分であったことが根本

的な原因といえる。 

 

根本原因に対し、以下の方向性にて、改善していく。 

 

改善の方向性Ⓐ ： 審査対応に専念している本社審査対応部署と地域対応を担うコ

ミュニケーション部門との連携を深める。 

改善の方向性Ⓑ ： 新潟県の皆さまや社会に対して、社会的影響のある事象を誠実

かつ丁寧にご説明する。 

 

<反省点３> 

免震重要棟を緊急時対策所としては使用しなくなる、という重要な方針変更に 

ついて、自治体への説明が直前となった。 

 

＜反省点３＞に対する根本原因として、以下を特定した。 

 

【根本原因３】 

・ 本社審査対応部署は審査に集中するあまり、自治体の皆さまへ丁寧にご説

明するとの意識が不足していたことから、安全対策設備の重要な方針変更

について、コミュニケーション部門への情報伝達が遅れた。 

・ また、コミュニケーション部門において、審査会合に関する内容を自治体の

皆さまに、日ごろから丁寧にお伝えする機会が不足していた。 

・ これらについては、安全対策の変更など重要な事柄について、自治体を始め

とする新潟県の皆さまに、適切かつ十分にご説明する意識が不足していたこ

とが根本的な原因と考える。 

 

根本原因に対し、以下の方向性にて、改善していく。 

 

改善の方向性Ⓒ ： 安全対策の変更など重要な事柄を新潟県の皆さまに誠実かつ

丁寧にお伝えする。 

 

これらの反省点と根本原因に共通する背景には、自社の目線のみにとらわれて、

社会の皆さまの視点よりも自社の都合を優先して考え、行動してしまう体質があると

考えられる。これについては、上記の改善の方向性を志向する中で、改善の努力を

積み重ねていく。 
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３．具体的な改善策 

 

 改善の方向性を踏まえた具体的な改善策は以下の通り。 

 

（１）改善の方向性Ⓐ 「審査対応に専念している本社審査対応部署と地域対応を担う

コミュニケーション部門との連携を深める」 

 

<改善策①> 新たに設置した「審査方針確認会議」（Ⅱ．４．（１）③）を活用し、

安全対策に関する重要な方針について、本社審査対応部署とコ

ミュニケーション部門による情報共有の実施 

<改善策②> 本社原子力部門役職者による新潟本社広聴活動の実施 

（広聴活動例：柏崎市・刈羽村での訪問活動、県内各所でのブー

ス説明会、ボランティア活動等） 

 

（２)改善の方向性Ⓑ 「新潟県の皆さまや社会に対して、社会的影響のある事象を誠

実かつ丁寧にご説明する」 

 

<改善策③> 地域の会において、柏崎刈羽原子力発電所に関するコミュニケ

ーション活動等の取り組みを毎月報告し、ご意見を伺う 

<改善策④> 社会的影響のある事象を、分かり易くタイムリーにお伝えするよ

う、当社広報対応における説明内容の一層の改善を図る 

（広報対応例：発電所ＰＲ館、ご視察、地域説明会や県内各所で

のブース説明会、ホームページ等） 

<改善策⑤> 本社原子力部門、新潟本部、柏崎刈羽原子力発電所を対象に、

情報公開、コミュニケーションにおける当社問題事例を題材とし

た継続的な意識改革研修の実施 

 

（３）改善の方向性Ⓒ 「安全対策の変更など重要な事柄を新潟県の皆さまに誠実か

つ丁寧にお伝えする」 

 

<改善策①> 新たに設置した「審査方針確認会議」（Ⅱ．４．（１）③）を活用し、

安全対策に関する重要な方針について、本社審査対応部署とコ

ミュニケーション部門による情報共有の実施 

<改善策②> 本社原子力部門役職者による新潟本社広聴活動の実施 

（広聴活動例：柏崎市・刈羽村での訪問活動、県内各所でのブー

ス説明会、ボランティア活動等） 
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<改善策⑥> 新潟県、柏崎市、刈羽村との情報連絡において体制を強化し、

審査状況等を適宜適切にご報告する 

 

  

本改善策については、後記「Ⅱ．４．対策」と併せ、原子力改革特別タスクフォース

が継続的にその進捗を管理するとともに、原子力改革監視委員会などに報告し、第

三者の視点での評価を受ける。 

これらを通じて、本社審査対応部署など原子力部門の社員の意識が改善され、地

元本位・社会目線での行動になっているかを継続的に確認するとともに、新たな課題

を自ら提起し不断の改善に取り組む。 
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第Ⅱ章 審査対応における問題点と対策 

 

１． 事象の概要 

柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の設置変更許可申請時には、免震重要

棟を緊急時対策所と位置付けていた。その後、審査の過程において免震重要棟だ

けで許可を取得することは困難と判断し、剛構造の構築物である原子炉建屋内に

緊急時対策所を追加設置することとした。 

原子炉建屋内に緊急時対策所を設けることとなったとはいえ、免震重要棟は新

潟県中越沖地震相当の地震には十分に耐える設備であること、また地震以外の

原因で発生した原子力災害に対しては緊急時対策所として有効に活用できること

から、条件に応じた免震重要棟の活用方法について審査を受ける方針としてい

た。 

しかしながら、本年２月１４日の審査会合において、免震重要棟が新潟県中越

沖地震に対して耐えること、過去の免震重要棟の耐震解析の有効性について的

確な説明を行うことができなかったことから、免震重要棟の耐震性と当社の説明の

信頼性に大きな疑義を持たれることとなった。 
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２．時系列の整理 

 問題に至った時系列は以下の通り。 

２００９年１２月   新潟県中越沖地震相当の地震に耐える設備として 

免震重要棟竣工 

２０１１年 ３月    東北地方太平洋沖地震（東日本大震災）発生 

２０１３年 ７月    新規制基準発効 

２０１３年 ９月    ６号及び７号炉設置変更許可申請 

２０１３年１２月   「２０１３年審査対応用解析」実施。基準地震動Ss-２、３には許容 

変位量（７５ｃｍ）を下回り、Ss-１、４、５、６、７では許容変位量 

（７５ｃｍ）を超えることを確認 

２０１４年 ２月 社内にて３号炉へ緊急時対策所の追加設置を決定 

２０１４年 ４月 「２０１４年補強検討用解析」実施。基準地震動 Sｓ-１～７の全て

について許容変位量を上回る結果を得た。なお、西山層以深の

地盤データについては近接する１号炉原子炉建屋下のデータを

流用 

２０１４年１１月 審査会合で３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を設置すること

を説明 

２０１５年 ２月 審査会合で「一部の基準地震動に対しては通常の免震設計のク

ライテリアを満足しない」と「２０１３年審査対応用解析」の結果に

基づき説明。また、免震重要棟だけで新規制基準を満たすことは

難しいことから３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加設置

し、免震重要棟との併用を提案 

２０１６年１０月    緊急時対策所を３号炉から５号炉に変更 

２０１７年２月１４日 審査会合で、免震重要棟が新規制基準を満たすことは難しいと

説明。このとき、「２０１３年審査対応用解析」と「２０１４年補強検

討用解析」について適切な説明なく提示 

 

３． ５つの問題点と原因の分析 

 ２０１５年２月と２０１７年２月の審査会合での問題について以下５点を抽出した。 

問題点１： 「一部の基準地震動に対して・・・満足しない」との表現を用いて、他の基

準地震動に対しては新規制基準に適合するかのような説明となった。

（２０１５年２月の審査会合） 

問題点２： 「２０１４年補強検討用解析」結果を示さなかった（２０１５年２月の審査会

合） 

 問題点３： ２０１５年の説明に用いなかった「２０１４年補強検討用解析」を、適切な説  

        明もなく提示した（２０１７年２月の審査会合） 
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問題点４： 免震重要棟が新潟県中越沖地震レベルの地震に耐えることを端的に説

明できなかった（２０１７年２月の審査会合） 

問題点５： 他の関係者が問題を防ぐことができなかった（２０１７年２月の審査会合） 

 

各問題点における原因分析は以下の通り。 

（１）問題点１ 

緊急時対策所プロジェクトマネージャが２０１５年２月の審査会合で「一部の基準地

震動に対する評価としては、通常の免震設計クライテリアを満足しない場合があ

り・・・」との表現を用いて、他の基準地震動に適合するような説明を行った。 

その原因は、先ず、前任の建築技術グループマネージャは、当初の申請内容を改

めて、原子炉建屋内に緊急時対策所を設置する理由を説明することが目的であるた

め、基準地震動のいくつかに対して免震重要棟が許容変位を超えることを説明すれ

ば、追加設置の必要性を説明する理由として十分であると考えていた。 

前任の建築技術グループマネージャは、説明の根拠としていた「２０１３年審査対

応用解析」は、基礎下に直接地震動を入力しており、規制要件に準拠した手法ではな

かったが、免震重要棟がクライテリア（変位が７５ｃｍ以下に収まること）を満足しない

ことを示すためには使用できると考えた。 

さらに、前任の建築技術グループマネージャは、新規制基準では、全ての基準地

震動に対し要求される基準を満足することが必要であり、一部の基準地震動に対し

て要求される基準を満たしたとしても緊急時対策所としては認められないことも承知

していた。 

このため、「一部の基準地震動に対して・・・満足しない」との表現で、免震重要棟

は新規制基準を満足せず、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加する必要性

を説明できると考えた。 

なお、前任の建築技術グループマネージャがこの定性的な表現で説明を留めてし

まい、資料提出のための確認過程でも具体的な解析方法や結果の記載を加えなか

ったのは、組織として体系的、定量的に説明する姿勢が足りなかったからである。 

なお、免震重要棟は、竣工以降、緊急時対策本部として位置付けられ、免震重要

棟を用いた緊急時対応訓練や免震重要棟の使用可否判断と使用できない場合の３

号炉原子炉建屋内緊急時対策所への立ち上げ訓練等を実施してきた。また、組織内

に何があっても緊急時対応に免震重要棟を使わなければならないという考えはなか

ったが、新潟県中越沖地震に耐える耐震性能を持ち、福島第一原子力発電所事故に

おいても有効に事故対応に利用された免震重要棟を使用可能な条件下においては

有効活用する方針であった。 
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（２）問題点２ 

前任の建築技術グループマネージャは、免震重要棟の耐震性向上策の検討を目

的とした解析が以下の理由により、審査の根拠とするには適切ではないと考えて、免

震重要棟の耐震性向上策の検討を目的とした「２０１４年補強検討用解析」を採用し

なかった。 

・ 西山層以深の地盤データは近接する１号炉原子炉建屋下のデータであり、実際

の地盤データとは異なるものを使用している。 

・ 変形が４ｍ以上と、極端に大きな結果となっており、解析の信頼性が劣ると考え

た。 

２０１５年２月の時点で、当社は、免震重要棟と３号炉原子炉建屋内緊急時対策所

の使い分けの判断について、「地震を起因とする重大事故以外の事象については免

震重要棟を使用する。地震が発生した場合は、建物の使用可否を判断した上で使用

する。」としており解析によって、どこまでの地震にもつ検討を行うよりも、免震層の変

位量が目標変形量７５cm以下に保たれたことを確認することで、使い分けの判断を

容易にすることが必要であると考えた。これらのプロセスについては、原子力設備管

理部長が承認している。 

 

（３）問題点３ 

２０１６年夏に建築技術グループマネージャを引き継いだ者は、今回の審査会合で

は、一部としていた基準地震動への適合性が論点になると認識していたため、これま

でに得られていた２つの解析結果を提示することとした。 

また、建築技術グループマネージャは、２０１７年の２月初旬にグループメンバから

「２０１４年補強検討用解析」を知らされたばかりで、２０１５年の説明時の根拠としな

かった理由を知らず、その妥当性について十分な吟味もしなかったからであった。 

さらに、妥当性の吟味が迅速に行えなかった背景に、設計や意思決定の根拠とし

て、解析の情報を管理、保管、共有する仕組みが足りなかった。 

次に、説明の一貫性を確認する立場にあった緊急時対策所プロジェクトマネージャ

による事前確認も不十分であった。その原因は、新規制基準に適合した緊急時対策

所を構築する総括責任は緊急時対策所プロジェクトマネージャにあるとの認識が不

足し、審査において適切な説明の準備をすることへの注意が十分に払われなかった

からである。 

さらに、緊急時対策所プロジェクトマネージャが、十分な役割を発揮できていない

背景に、プロジェクトマネージャの職位がマネージャレベルの場合、他の同列のグル

ープマネージャに対して強い指導力を発揮し難い状況があった。 
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このため、組織内に「２０１４年補強検討用解析」の目的や結果に技術的に問題が

あるとの認識が共有されないまま、解析結果の存在だけが認識され、原子力設備管

理部長も「２０１４年補強検討用解析」に技術的に問題があるとの認識がないまま、情

報公開を優先し、提示すべきと考えた。 

 

（４）問題点４ 

建築技術グループマネージャは、免震重要棟が設計時に通常の建築基準法の要

求以上の厳しい条件に対して評価されていることは承知していたが、新潟県中越沖

地震レベルに対して耐えるというためには、それだけでは不十分と考え、回答を逡巡

した。 

実際には、設計時に新潟県中越沖地震の観測小屋の記録を用いて評価しており

耐えることを確認していたが、建築技術グループマネージャは過去のこの評価結果を

知らなかった。 

建築技術グループマネージャが過去の評価結果を知らなかったのは、昨年夏の着

任以降は５号炉の緊急時対策所の設置に注力していたため、免震重要棟の耐震性

能をレビューする余裕がなかったためである。さらに背景要因として、設計や意思決

定の根拠として、解析の情報を位置付け、管理、保管、共有する仕組みがなかったこ

とから、解析の条件を網羅的に把握できなかったことも挙げられる。 

一方で、「２０１４年補強検討用解析」と同様に、新潟県中越沖地震の質問の回答

でも、審査会合に同席した者の中には、建築技術グループマネージャが質問の意図

を取り違えていることに気付いた者もいた。例えば原子力・立地本部長や原子力設備

管理部長や他の建築技術者は、担当者の回答に疑問を感じていた。しかし、専門家

の担当者が説明していること、他にも修正の発言が出来る技術者がいることから、何

らかの理由があるのかも知れないと考え、発言を逡巡した。 

 

（５）問題点５ 

当社関係者の中には、「２０１４年補強検討用解析」を採用していなかった理由を

説明する必要性に気付いた者もいた。それにも関わらず、問題を防ぐことが出来なか

った原因の一つは、本社、発電所の複数のグループが合同で検討している体制であ

り、各々の責任感が希薄になったからであった。各組織の管理者は細分化された分

掌範囲の検討に終始し、全体であるべき姿を追求するという意識が欠けていた。 

また、説明の充実が必要と考えた関係者も、資料の充実、変更の提案をしなかった。

その原因は、資料が準備されたのが審査会合の直前で、確認と修正のための十分な

時間が取れなかったからである。その背景には、審査対応に十分な人員を配置でき

ていない状況があった。そのため、問題を事前に共有して、適切な説明を準備するこ

とができなかった。 



19 

 

４．対策 

今回の一連の審査対応の問題を踏まえた対策のうち主な対策は以下の通り。 

（１） 即効的な対策 

① 規制対応向上チームの設置 他電力からの学び 

個別案件毎の審査対応の担当部署や管理者から独立して、規制基準に精通

した数名の要員からなるチームで、以下の役割を持つ 

・ 審査資料が体系的、網羅的、定量的な説明になっていることの確認と指導 

・ 審査での指摘事項が申請書類へ反映されていることの確認 

・ 審査を通じた一貫性ある説明、データになっていることの確認 

・ 他社で議論された論点の精査と当社資料へ反映されていることの確認 

・ 他社と異なる方針や従前と異なる方針を出す場合の変更点の明確化・確認 

・ 審査対応方針に曖昧さが残る場合の規制庁確認 

・ 審査会合、ヒアリング、その他規制庁との議論を踏まえた論点整理と社内共

有（次項②審査情報共有会議の主催と論点報告） 

② 審査情報共有会議  他電力からの学び 

・ 適切な情報共有・連携が不足していたことにより、不十分な審査対応となっ

てしまった反省から、経営レベルや上位管理者間で審査の状況、論点、課題

を共有するため毎日開催する 

・ 当社論理に過度に固執せず、柔軟・迅速な審査対応や情報発信を行う。 

③ 審査方針確認会議  他電力からの学び 

審査における論点や対応方針を毎日確認し、複数の部署にまたがる案件で

あっても関係者間で方針に齟齬を生じさせない 

（本対策は第Ⅰ章新潟県の皆さまからのご懸念の声に対する改善策①でも

活用する。） 

④ プロジェクト統括の配置 今回の事例を踏まえた対策 

プロジェクトマネージャの活動を強化するため、４名のプロジェクト統括毎に

複数のプロジェクトを分担所掌し、プロジェクトマネージャの活動を確認・支援

する 

⑤ プロジェクトマネージャの責任と権限の強化  今回の事例を踏まえた対策 

・ プロジェクトマネージャが、担当案件の責任と権限を有することを職位記述に

よって明文化して、強化する 

・ 審査会合では担当するプロジェクトマネージャが説明を実施する 
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（２） 原子力安全改革の加速 

２０１６年３月に行った原子力安全改革プランの改革状況の自己評価では、①組織

のガバナンス、②人財、③コミュニケーションのそれぞれに弱点があり、さらに改革の

加速に努めている。一連の審査対応の問題もこれら３つの課題と重なる部分が多く、

改革加速のため以下を実施。 

 

(ア) 組織のガバナンスの強化 

 原子力部門全体の業務遂行の仕組みを確立すべく、「マネジメント・モ

デル・プロジェクト」を２０１６年７月に発足 

 プロジェクトメンバは、当社の運転、保全、技術など主要９分野の専任

スタッフ１０名と、米国を中心にした海外専門家１１名で構成 

 原子力部門全員が目標や相互の役割について共通の理解を持って業

務に取り組めるように、個々の業務の位置付けや相互の関連を明文化

する 

 マネジメントモデルでは、業務の遂行状況を確実にモニタリングし、フォ

ローする仕組みも構築 

(イ) 人財育成 

 原子力・立地本部長の直轄組織として機能及び体制を強化し、重点的

に要員を配置する 

 原子力人財育成センターを２０１６年１２月１９日に正式発足。原子力人

財育成センターは、個人に対する技術力強化やミドルマネジメント層へ

のマネジメント力向上に向けた教育訓練を統括する 

 電気や機械や、土木や建築などの技術分野や設備別のエンジニアで

はなく、安全上の重要な系統全体について、設計、許認可、運転、保守

等の全分野に精通しているシステムエンジニアの育成を進める 

 システムエンジニアは、関係する技術分野間の連携や整合を図る機能

も果たす 

(ウ) エンジニアリングセンターの設置 

 本社と発電所に分散しているエンジニアリング機能及び業務を原子力・

立地本部長直轄のエンジニアリングセンターに統合する 

 エンジニアリングセンターが概念・基本設計、詳細設計を全て実施する

体制とし部門間の情報共有不足を解消する 

(エ) 構成管理の強化 

 設備の設計及び許認可の根拠となる仕様値、解析の根拠とその判断、

要求条件への適合性の根拠などを、設計基準文書にまとめて社内で

共有するとともに、検討の進捗や新たな知見の追加に対応して、常に
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最新の状態に維持するための構成管理を強化する 

(オ) 内部コミュニケーションチームの設置 

 部門間のコミュニケーションを改善・強化するため、社外専門家を招へ

いし、内部コミュニケーションチームを設置する 
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第Ⅲ章 代表的なご懸念の声に対する弊社見解 

 

 新潟県の皆さまからいただいた本問題に関する代表的なご懸念の声に対して、第

Ⅰ章、第Ⅱ章による調査結果に基づき、改めて弊社の見解をお答えいたします。 

 

（ご懸念①）免震重要棟の耐震性に問題があると認識していたにも関わらず、なぜ免

震重要棟を緊急時の対策所として使用できると言い続けてきたのか。 

（弊社見解） 

○ ２０１３年９月に柏崎刈羽原子力発電所６号及び７号炉の新規制基準への適合性

確認の審査を申請した時点では、免震重要棟を緊急時対策所とすることとして申

請書に記載していました。 

 

○ その後、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３年審査対応用解

析」の結果から、２０１４年２月に新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免震機能

で満足することは困難であると社内で判断しました。そのため、２０１５年２月の審

査会合で、剛構造の建築物である３号炉原子炉建屋に緊急時対策所を追加設置

し、免震重要棟の緊急時対策所と併用することを提案しました。 

 

○ これは、福島第一原子力発電所の事故対応において免震重要棟が有効に活用

された実績を踏まえ、免震構造である免震重要棟と剛構造である原子炉建屋の緊

急時対策所を併用することで、多重性・多様性をもった対応が可能と考え、条件に

応じた免震重要棟の活用方法（注１）について審査を受けたいと考えたことによるもの

です。 

 

○ このような経緯から、２０１７年２月２１日の審査会合で免震重要棟を緊急時対策

所として使用することを断念するまでの間は、免震重要棟と原子炉建屋（２０１６年

１０月に３号炉から５号炉に変更）の緊急時対策所を併用したいと考え、新潟県を

はじめとする社外の皆さまに対して、免震重要棟を緊急時対策所としてお伝えして

きました。 

○ しかしながら、結果として、お伝えしてきたような形で免震重要棟を緊急時対策所

として使用することができなくなり、加えて、そのような重大な方針変更を皆さまに

迅速かつ丁寧にご説明できなかったことについて、深くお詫び申し上げます。 

（注１）条件に応じた免震重要棟の活用方法 

２０１５年２月１０日の審査会合において、「地震発生中に免震重要棟の建物上屋の変位が免震装

置（積層ゴム）の設計目標値（７５ｃｍ）を超えた場合には、緊急時対策所機能の健全性が確認でき
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ないとして、緊急時対策本部長（所長）は３号炉原子炉建屋内緊急時対策所への移動を判断する」

と審査会合提出資料に記載しご説明しております。 

 

 

（ご懸念②）免震重要棟は耐震性不足により新規制基準を満たさないそうだが、今ま

で「新潟県中越沖地震に耐えられる」と言ってきたことは嘘だったのか。 

（弊社見解） 

○ 免震重要棟は、新潟県中越沖地震の実際の観測記録（注２）を考慮して設計してお

り、新潟県中越沖地震の揺れに耐える構造です。 

 

（注２）実際の観測記録 

新潟県中越沖地震時に柏崎刈羽原子力発電所内の観測小屋で実際に観測した地震速度は、震度

７に相当する１３６cm/sでした。この際の免震重要棟の変位は５５．９ｃｍと評価しており、設計目標

値の７５ｃｍを超えないことを確認しています。 

 

 

（ご懸念③）事故対応の拠点として有効なのであれば、免震重要棟を使用していくべ

きではないか。 

（弊社見解） 

○ 弊社は、２０１４年２月に、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３

年審査対応用解析」の結果を踏まえ、新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免

震機能で満足することは困難であると判断し、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策

所を追加設置することを社内で意思決定しました。 

 

○ ２０１５年２月の審査会合では、３号炉原子炉建屋と免震重要棟の緊急時対策所

を併用することを提案いたしましたが、その後の審査会合における議論の結果、免

震重要棟との併用は認められないとの結論に至ったことから、２０１７年２月２１日

の審査会合で免震重要棟を緊急時対策所として使用することを断念しました。 

 

○ 免震重要棟は、福島第一原子力発電所の事故対応において有効に活用された

実績があることに加えて、新潟県中越沖地震の揺れにも耐えるよう設計されており

一般的な建物に比べて高い耐震性を有していることから、プラントで事故が発生し

た場合は、その健全性を確認したうえで、緊急時対応要員の交代要員の待機場所

としての機能を含めたサポート施設として活用する方針です。 
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（ご懸念④）「２０１３年審査対応用解析」で、免震重要棟が一部の基準地震動にしか

耐震性を満足しないと認識していたのに、審査会合の資料にあたかも大

部分が満足するような記載をしたことは矮小化ではないか。 

（弊社見解） 

○ ２０１５年２月の審査会合で「一部の基準地震動に対する評価としては･･･満足し

ない」という表現を用いて、他の基準地震動に対しては新規制基準に適合するか

のような説明となった経緯は、今回の調査に基づき以下の通り特定しております。 

 

・２０１５年２月の審査会合でご説明した資料の「一部の基準地震動に対する評価

としては・・・満足しない」という記載については、緊急時対策所プロジェクトマネ

ージャが原案を作成し、前任の建築技術グループマネージャが事前にその内容

を確認しています。 

・そもそも前任の建築技術グループマネージャは、「２０１３年審査対応用解析」に

ついて、免震重要棟の基礎下に直接基準地震動を入力しており規制要件に準

拠した手法ではないものの、免震重要棟の機能維持に関するクライテリア（変位

が７５ｃｍ以下に収まること）を満足しないことを説明するための根拠としては使

用できると考えていました。 

・また、審査会合で３号炉原子炉建屋内に、緊急時対策所を設置する理由を説明

することが目的であるため、基準地震動のいくつかに対して免震重要棟が許容

変位を超えることを説明すれば、追加設置の必要性を説明する理由として十分

であると考えていました。 

・更に、新規制基準では全ての基準地震動に対し要求される基準を満足すること

が必要であり、一部の基準地震動が満足したとしても緊急時対策所としては認

められないことも承知していました。 

・このため、前任の建築技術グループマネージャは「一部の基準地震動に対する

評価としては・・・満足しない」という表現で、免震重要棟は新規制基準を満足せ

ず、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追加する必要性を説明できると考え、

原案で良いと判断しました。 

 

○ 上記より、２０１５年２月の審査会合時に矮小化して説明する意図はありませんで

したが、「２０１３年審査対応用解析」の結果を提示せず、「基準地震動７種類のうち

５種類はクライテリアを満足しない」という定量的な説明をしておりませんでした。 

自社の視点のみにとらわれて、あたかも大半が満足するかのような表現としたこ

とは、定量的に説明する姿勢が足りなかったものと深く反省し、お詫び申し上げま

す。 
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（ご懸念⑤）「２０１３年審査対応用解析」はどのような経緯で実施したのか。審査会合

で「一部の基準地震動に対する評価･･･」と説明する方針はいつ誰が決

めたのか。 

（弊社見解） 

○ 「２０１３年審査対応用解析」を実施した経緯や、審査会合におけるご説明の経緯

は、今回の調査に基づき、以下の通り特定しております。 

 

・「２０１３年審査対応用解析」は、新規制基準適合性審査の対応を目的として、原子

力設備管理部原子力耐震技術センター建築耐震グループが、柏崎刈羽原子力発

電所建築グループの協力を得て２０１３年１２月に解析を実施し、その結果を建築

耐震グループマネージャより原子力設備管理部長に報告しました。 

 ・２０１４年２月には、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０１３年審査

対応用解析」の結果を踏まえ、新規制基準の耐震要件を免震重要棟の免震機能

で満足することは困難であると判断し、３号炉原子炉建屋内に緊急時対策所を追

加設置することを原子力設備管理部長が意思決定し、原子力・立地本部長が承認

しました。 

 ・その後、２０１５年２月の審査会合において、緊急時対策所プロジェクトマネージャ

が剛構造の建物である３号炉原子炉建屋内へ緊急時対策所を追加設置すること

及び免震重要棟の耐震性についてご説明しました。 

 ・２０１５年２月の審査会合資料に記載した「一部の基準地震動に対する評価として

は･･･満足しない」という表現は、緊急時対策所プロジェクトマネージャが原案を作

成し、前任の建築技術グループマネージャがその内容を確認しました。（詳細はご

懸念④の弊社見解をご参照ください） 

 ・なお、２０１５年２月の審査会合用の説明資料については、２０１５年２月９日に原子

力設備管理部長が承認しています。 
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（ご懸念⑥）「２０１４年補強検討用解析」で、基準地震動Ｓｓ７種類全てが判断基準を

超える結果となったのに公表しなかったことは隠ぺいではないか。 

（弊社見解） 

○ 「２０１４年補強検討用解析」を実施した経緯は、今回の調査に基づき、以下の通

り特定しております。 

 

・免震重要棟を新規制基準に適合させるには、全ての基準地震動に対して許容値を

満足させる必要がありますが、他の原子力発電所の審査会合における議論や「２０

１３年審査対応用解析」の結果を踏まえ、２０１４年２月の時点で、新規制基準の耐

震要件を免震重要棟の免震機能で満足することは困難であると判断し、３号炉原

子炉建屋内に緊急時対策所を追加設置することを社内で意思決定しました。 

 ・この決定を受け、２０１５年２月の審査会合で、免震重要棟について「地震を伴わな

い重大事故等対処施設として活用できるよう設計する」と記載した資料を提出して

ご説明を行っています。 

 ･「２０１４年補強検討用解析」は、免震重要棟の耐震補強策を検討する目的で、当

時の発電所長から「免震重要棟の耐震性を確保するように」と指示を受けた柏崎

刈羽原子力発電所建築グループが、２０１４年４月に実施しました。解析結果に基

づき、基礎下の地盤改良を含めた耐震補強策を講じることは難しいという内容を、

２０１４年８月に当時の発電所長に報告しています。 

 

○ 「２０１４年補強検討用解析」は免震重要棟の耐震補強策を検討する目的で実施

したものであり、また、以下の理由から技術的に問題があると考え、２０１５年２月

の審査会合において免震重要棟の耐震性を説明する根拠として採用しておりませ

んが、この判断自体は妥当なものであったと評価しています。 

＜理由＞ 

・西山層以深の地盤データは近接する１号炉原子炉建屋下のデータであり、実際

の地盤データとは異なるものを使用している。 

・変形が４ｍ以上と極端に大きな結果となっており、解析の信頼性が劣ると考え

た。 

 

○ ただし、２０１５年２月の審査会合においては、説明の根拠としていた「２０１３年審

査対応用解析」の解析結果を提示しておらず、「基準地震動７種類のうち５種類は

クライテリアを満足しない」という定量的な説明をしておりませんでした。 

審査会合における説明内容について、その根拠を明示したうえで定量的に説明

する姿勢が不足しており、新潟県の皆さまに大変なご心配をおかけしたことを深く

反省し、お詫び申し上げます。 
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（ご懸念⑦）免震重要棟の耐震性評価の根拠として採用していなかった「２０１４年補

強検討用解析」を、２０１７年２月１４日の審査会合で、突然提示したのは

何故か。 

（弊社見解） 

○ ２０１７年２月１４日の審査会合において、その前提条件や位置付けについて十

分な説明をせずに「２０１４年補強検討用解析」の結果をお示しした経緯は、今回の

調査に基づき、以下の通り特定しております。 

 

・２０１６年夏に前任者から引き継いだ建築技術グループマネージャは、２０１７年２

月の審査会合では、一部としていた基準地震動への適合性が論点になると認識

し、これまでに得られていた２つの解析結果を提示することとしました。 

・建築技術グループマネージャは、２０１７年の２月初旬に部下より「２０１４年補強

検討用解析」を知らされたばかりで、２０１５年の説明時の根拠としなかった理由を

知らず、その妥当性について十分な吟味をしておりませんでした。 

・また、審査会合の説明の一貫性を確認する立場にある緊急時対策所プロジェクト

マネージャに、新規制基準に適合した緊急時対策所を構築する総括責任は自分

にあるという認識が不足し、審査において適切な説明を準備することへの注意が

十分に払われませんでした。 

・このため、「２０１４年補強検討用解析」は免震重要棟の耐震補強策を検討する目

的で実施したものであり、また、技術的に問題があるという認識が社内で共有さ

れないまま解析結果の存在だけが認識され、原子力設備管理部長も解析の目的

や技術的な問題について認識がないまま提示してしまいました。 

 

○  ２０１７年２月の審査会合において、これまでの解析結果を全てお示ししてご説

明するという姿勢に問題はありませんでしたが、解析結果を提示する以上、解析

の目的や技術的な問題点など、２０１５年２月の審査会合で説明時の根拠に採用

しなかった理由も含て、丁寧にご説明すべきであったと反省しております。 

 

○ 解析情報の管理や保管、共有する仕組みが足りなかったことや事前確認が不十

分だったことなど、審査対応に関する組織マネジメントが欠落したことにより審査の

混乱を招き、新潟県の皆さまに大変なご不安やご心配をおかけしたことについて、

改めてお詫び申し上げます。 



28 

 

（ご懸念⑧）２０１７年２月２１日に、立地地域や自治体に事前の情報提供もないまま、

免震重要棟の緊急時対策所としての使用を断念したのは何故か。 

（弊社見解） 

○ ２０１５年２月の審査会合で、剛構造の建物である３号炉原子炉建屋内に緊急時

対策所を追加して設置することを説明した際、原子炉建屋内と免震重要棟の緊急

時対策所を併用して整備することで、多重性・多様性をもった緊急時対応が可能と

なると考え、条件に応じて免震重要棟を活用したいと提案しました。 

 

○ その後、条件に応じた免震重要棟の活用に向けて、免震重要棟の汚染拡大防止

や対応要員の被ばく低減対策、居住性向上対策などを講じ、２０１７年２月１４日の

審査会合において、原子炉建屋（２０１６年１０月に３号炉から５号炉に変更）と免震

重要棟の緊急時対策所を併用する方針について改めて説明しました。 

 

○ しかし、上記審査会合で、免震重要棟を併用することに関する新規制基準への

適合性について疑義が示されました。 

その後、２０１７年２月１６日に行われた原子力規制庁による現地調査の結果も

踏まえて、２０１７年２月２１日の審査会合において免震重要棟を緊急時対策所とし

て使用することを断念しました。 

 

○ 免震重要棟の緊急時対策所としての使用を断念するという重要な方針変更につ

いて、新潟県の皆さまや関係する自治体の皆さまに対して、迅速かつ丁寧にご説

明することが出来なかったことを深く反省し、お詫び申し上げます。 

 

○ 今後、本報告書にてご説明をさせていただいた対策の徹底を通じて、新潟県の

皆さまや関係する自治体の皆さまへの迅速かつ丁寧な情報発信の改善に取り組

んでまいります。 
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（ご懸念⑨）５号炉の緊急時対策所は、免震重要棟に比べスペースが狭く、事故時の

対応が難しいのではないか。 

（弊社見解） 

○ ５号炉の緊急時対策所は、福島事故の教訓や新規制基準上想定すべき様々な

緊急事態を考慮して、６号炉と７号炉で同時に過酷事故が発生した場合の対応に

必要となる緊急時対策本部の要員８６名（保安検査官２名を含む）が指示や連絡を

行うスペースと、現場対応要員９０名が待機できるスペースを確保しており、通信設

備を含めた事故対応に必要な各種設備についても、免震重要棟と同等のものを配

備することとしています。 
 

○ 上記要員で的確な事故対応ができるかについては、新規制基準に則り「全ての

交流電源を失う」「原子炉の冷却材（原子炉水）を失う」「非常用の炉心冷却機能を

失う」という状況が同時に発生するという、非常に厳しいケースを想定して分析を行

っており、事故対応が可能であることを確認（注３）しています。 
 

○ また、事故発生の直後から迅速かつ的確に対応できるよう、初動に必要な要員

（５１名）を５号炉をはじめとする大湊側（５号～７号炉側）敷地内の施設に、夜間も

含めて常駐させる予定としており、事務本館等から緊急時対策所に集まる際の移

動のルートについても、地震などで支障が起きないよう地盤改良を施すとともに、

津波の影響も受けないことを確認しています。 
 

○ ５号炉の緊急時対策所は６号炉と７号炉に近いため、そこで放射性物質の拡散を

ともなう事故が発生した場合は放射線環境が厳しくなりますが、事故対応に支障を

きたすことのないよう防護対策を講じる計画です。具体的には、緊急時対策所を清

浄空気で加圧して放射性物質の浸入を防止する装置（陽圧化装置）を設置し、遮

へいなども増強します。 

一方、事故現場が近いことで、現場対応をより迅速に実施することができ、事故

への即応性が高まるという点ではメリットがあると考えています。 
 

○ これらにより、５号炉の緊急時対策所で緊急時に必要な対応を行うことができると

考えており、今後、さまざまな状況を想定した訓練を重ねて、その実効性を確かな

ものにしていきます。 
 

（注３）事故対応が可能であることを確認 

このような事故が発生した場合、非常用ガスタービン発電機の起動による「交流電源の復旧」、

復水補給水系による「原子炉への注水」、代替循環冷却またはフィルタベントによる「除熱」で事故

を収束させることになりますが、その際に必要となる一連の活動を分析し、上記の要員によって全

ての対応が可能であることを確認しています。 
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おわりに 

 

  免震重要棟の耐震性の問題につきましては、弊社の審査対応の不備により審

査を混乱させたことはもとより、新潟県の皆さまに十分なご説明をせず大変なご心

配とご不安をおかけしましたことを、心よりお詫び申し上げます。 

 

  本調査結果では、これらの問題を引き起こした背景には、自社の目線のみにと

らわれて、社会の皆さまの視点よりも自社の都合を優先して考え、行動してしまう

体質があると強く認識いたしました。 

  

  弊社としましては、深い反省のもと、このような体質を改善するため、責任と権

限を明確化した上で、今回とりまとめた改善策等に取り組み、本問題の再発防止

を徹底いたします。 

 

  また、これらの取り組みの進捗を原子力改革監視委員会などに報告し、第三者

の視点での評価を受けることで、社員の意識が改善され、地元本位・社会目線で

の行動になっているかを継続的に確認するとともに、そこで立ち止まることなく新た

な課題を自ら提起し、不断の改善に取り組んでまいります。 

 

 

以 上 
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資料１．当社広報紙ニュースアトム 
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